
様式第３号（第８条関係） 

 

鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金実績報告書兼交付請求書 

 

 年  月  日 

（申請先）鳴門市長 

（交付申請者）住  所                   

氏   名                    

生年月日     年   月   日   

      電話番号                   

（手続代行者）住  所                   

氏   名                    

      電話番号                
※鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金交付要綱第６条の規定に基づく手続の代行者。       
手続代行者がいる場合のみ記入すること。 
販売業者の場合、事業者名と担当者名を氏名欄に記入すること。 

 

鳴門市省エネ家電買換え促進事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を

添えて、次のとおり申請します。 

 

１ 補助金交付申請額  円 

２ 購入した対象製  

  品の種類（○で

囲む） 

エアコン 電気冷蔵庫 

３ 添付書類 

（１）補助対象家電を購入した際の領収書又はレシー

トの写し（購入日、購入店舗、品名、型番、内訳

が確認できるもの） 

（２）メーカー保証書の写し（型番及び製造番号が確

認できるもの） 

（３）家電リサイクル券（特定家庭用機器再商品化法

に基づく排出者控え）の写し又は分を適切に行っ

たことが分かる書類。ともに令和８年７月１日以

降に処分したものに限る。 

（４）補助金の振込先口座（申請者本人名義のものに

限る）が確認できる通帳等の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

 



＜補助金申請の確認・誓約事項＞ 

内 容 
確認欄 

(☑チェックし
てください。) 

１ 買替えを目的として購入した対象製品は、次の要件を満たしています。 

エアコン：省エネ基準達成率１００％以上 （目標年度2027年度） 

電気冷蔵庫：省エネ基準達成率１００％以上（目標年度2021年度） 

□ 

２ 交付決定日から令和９年２月２６日までの間に対象製品を 

購入し、設置も完了しています。また設置の日から６年を経過するま

での間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、又は担保に供してはならない。 

□ 

３ 購入した対象製品は、新品で未使用のものであり、中古品やリース、 

レンタルではありません。 
□ 

４ 購入した対象製品は、鳴門市内の自宅で使用するものです。 □ 

５ この補助金の交付申請を行うのは、今回が初めてです。 □ 

６ 同一世帯で申請者以外の者が別にこの補助金を申請していません。 □ 

７ 申請に必要な関係書類を添付しています。 □ 

８ 国、県その他の団体において、同様の補助を受けていません。 □ 

９ 補助金交付後において、申請内容と異なる使用をしていることが発 

覚した場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消され、既に 

補助金の交付を受けている場合は、当該補助金について返還義務があ

ることを確認しています。 

□ 

請求金額        円 

振込先口座 

金融機関名 

銀行 

金庫 

農協 

支店名 

店名 

本 店  

支 店  

出張所  

預金科目 １ 普通   ２ 当座 

口座番号 

 

       

（フリガナ）  

口座名義  

 ※振込先口座は交付申請者本人の口座名義のものに限ります。 

 

 

 

 


